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議案第１０号  

 

   行政制度等の調整方針について  

 

 行政制度等の調整方針を別紙のとおり定める。  

 

  平成１５年８月２０日提出  

 

            高松市・塩江町合併協議会会長 増 田 昌 三  

 

 



 

 - 2 - 

行政制度等の調整方針  

 

１ 基本的考え方  

  行政制度等の調整に当たっては，合併協定項目の協議方針における基本原

則を踏まえ、これまでの両市町のまちづくりの歩みを尊重するとともに、

合併後における速やかな一体化の促進と新たなまちづくりを進める視点か

ら、効果的な統合・調整を行うこととする。  

 

２ 調整方針  

  原則として、高松市の行政制度等（以下「制度等」という。）に統一する

こととする。  

  この場合、塩江町の住民サービスや住民生活に急激な変化を来さないよう、

必要かつ適正な配慮を加えるものとする。  

  なお、サービス・負担の適正化推進の視点から、特に必要があると認める

ときは、高松市の制度等の見直しなど、総合調整を行うものとする。  

 

３ 調整方法  

(1)  高松市、塩江町共にあり、同水準のもの  

高松市の制度等に統一する。  

(2)  高松市、塩江町共にあるが、水準が異なるもの  

高松市の制度等に統一する。  

ただし、特に必要があると認めるときは、制度等の趣旨、内容、相違の  

程度等を勘案し、調整を行うものとする。  

(3)  高松市にあって、塩江町にはない場合  

高松市の制度等を適用する。  

ただし、特に必要があると認めるときは、制度等の趣旨、内容等を勘案  

し、調整を行う。  

(4)  高松市にはなく、塩江町にある場合  

制度等の趣旨、内容等を勘案し、調整を行う。  

調整に当たっては、塩江町の住民サービスや住民生活に急激な変化を  

（別 紙）  
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来さないよう、制度等の存続、廃止又は経過措置を設けることなどにつ

いて検討するものとする。  
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合併協定項目の協議方針における基本原則 

 

１ 一体性確保の原則  

  合併後における速やかな一体性の確保を図ることができること。  

 

２ 住民福祉向上の原則  

  住民サービス及び住民福祉の向上に努めること。  

 

３ 負担公平の原則  

  負担公平の原則に立ち、行政格差を生じないように努めること。  

 

４ 健全な財政運営の原則  

  合併後における健全な財政運営に資すること。  

 

５ 行政改革推進の原則  

  行政改革推進の視点から、事務事業の総合的見直しに努めること。  

 

【議案第９号、平成１５年７月２４日原案承認】  

（参 照）  
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《調整方法の基本的なイメージ》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参 考）  

両市町の行政制度等 

【両市町共にあり、同水準のもの／調整方法(1)】 
 高松市の制度等に統一する。 
⇒ 高松市 住民サービス、住民負担に変化はない。 
  塩江町 住民サービス、住民負担に変化はない。 

【両市町共にあるが、水準が異なるもの／調整方法(2)】 
 高松市の制度等に統一する。 
 ただし、特に必要があると認めるときは、制度等の趣旨、

内容、相違の程度等を勘案し、調整を行うものとする。 
⇒ 高松市 基本的には、住民サービス、住民負担に変化 
      はない。 
  塩江町 基本的には、住民サービス、住民負担は変化 
      する。 
      なお、塩江町の住民サービスが低下する場合や 
      住民負担が重くなる場合には、急激な変化を来 
      さないよう、必要かつ適正な配慮を行うものと 
      する。 

【高松市にあって、塩江町にはない場合／調整方法(3)】 
 高松市の制度等を適用する。 
 ただし、特に必要があると認めるときは、制度等の趣旨、

内容等を勘案し、調整を行う。 
⇒ 高松市 住民サービス、住民負担に変化はない。 
  塩江町 基本的には、住民サービスは向上する。 
      基本的には、住民負担は変化する。 
      なお、塩江町の住民負担が重くなる場合は、急 
      激な変化を来さないよう、必要かつ適正な配慮 
      を行うものとする。 

【高松市にはなく、塩江町にある場合／調整方法(4)】 
 制度等の趣旨、内容等を勘案し、調整を行う。 
 調整に当たっては、塩江町の住民サービスや住民生活に急

激な変化を来さないよう、制度等の存続、廃止又は経過措置

を設けることを検討する。 
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議案第１１号  

 

   建設計画の策定方針について  

 

 建設計画の策定方針について、別紙のとおり定める。  

 

  平成１５年８月２０日提出  

 

            高松市・塩江町合併協議会会長 増 田 昌 三  
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建設計画の策定方針  

 

 市町村の合併の特例に関する法律第５条の規定に基づき、合併協議会におい

て作成する建設計画については、次の方針により策定するものとする。  

 

１ 計画の趣旨  

  この計画は、高松市と塩江町の合併後の市を建設していくための基本方針

を定め、これに基づく建設計画を策定し、その実現を図ることにより、両市

町の速やかな一体化の促進と新たなまちづくりを進め、もって住民福祉の向

上と地域の均衡ある発展を図ろうとするものである。  

 

２ 計画の構成  

  この計画は、合併後の市を建設していくための基本方針、基本方針を実現

するための施策・事業、公共的施設の整備及び財政計画を中心として構成す

る。  

 

３ 計画の期間  

  この計画における施策・事業、公共的施設の整備及び財政計画は、合併  

 後、おおむね１０年間について定めるものとする。  

 

４ 計画の区域  

  原則として塩江町地域を対象とするが、両市町の速やかな一体化を促進し、

住民福祉の向上と地域の均衡ある発展に資すると認められる場合は、高松市

地域についても対象とする。 

 

５ 策定上の留意事項 

(1)  基本方針を定めるに当たっては、将来を見据えた長期的視野に立つもの

とする。 

(2)  対象事業については、塩江町第２次振興計画及び新・高松市総合計画な

ど、基本的な施策・方針との整合性に留意するとともに、住民生活に急激

（別 紙）  
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な変化を及ぼさないよう十分配慮する中で、その有効性・効率性や緊急

度・優先度等を総合的に勘案し、合併後のまちづくりの根幹となるべき事

業を選定するものとする。 

(3)  公共的施設の整備については、その機能や役割を整理する中で、必要性

や効果、地域バランス、財政状況などを考慮しながら検討するものとする。 

(4)  ハード面の事業に偏ることなく、ソフト面の事業についても重視した計

画とする。 

(5)  財政計画については、市町村の合併の特例に関する法律による特例措置

等及びその他の法令等による支援制度を活用するとともに、地方交付税、

国や県の補助金、地方債等の依存財源を過大に見積もることなく、合併後

の市において健全な財政運営が行われるよう十分留意して策定するものと

する。 
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建設計画の概要  

 

１ 建設計画策定の意義  

  建設計画は、合併協議会により作成されるものであり、市町村の合併に際

し、合併関係市町村の住民に対して合併市町村の将来に関するビジョンを与

え、これによって住民が合併の適否を判断するという、いわば合併市町村の

マスタープランとしての役割を果たすものである。  

  また、建設計画を基礎として、市町村の合併の特例に関する法律（以下

「合併特例法」という。）に基づく財政措置が講じられることとなっており、

策定に当たっては、合併特例法第５条第２項の規定により、次の点に配慮す

ることとされている。  
 
○ 合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進すること  

単にハード面の整備だけでなく、ソフト面にも配慮した計画とし、ま

た、計画の内容が、実現困難なものとならないよう、真に合併市町村の建

設に資する事業を選択し、合理的で健全な行財政に裏付けられた着実な計

画とすること。  
 
○ 合併市町村の一体性の速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図ること  
  合併市町村における旧市町村意識を早期に解消し、新市町村の建設を進

めるための推進基盤を確立するとともに、その計画の実施を通じて、地域

全体のレベルアップを実現し、地域住民の生活水準・文化水準を高め、併

せて組織及び運営の合理化を図る必要があること。  
 
○ 合併市町村の均衡ある発展に資するよう適切に配慮すること  
  合併により、いわゆる周辺地域となるおそれのある地域については、特

に重点的に振興整備等の方策が計画に明確に位置付けられるべきであるこ

と。  
 

 

２ 建設計画に盛り込むべき事項  

  建設計画の具体的な内容は、あくまでも合併協議会において合併関係市町

村の自主的な判断により決定されるものであるが、合併特例法第５条第１項

では、建設計画に盛り込むべき事項として、次の事項が例示されている。  

(1)  合併市町村の建設の基本方針（合併特例法第５条第１項第１号）  

新設合併の場合には、当該合併市町村が将来進むべき方向及び行財政運

営の基本事項等について定めるべきであり、編入合併の場合には、少なく

とも編入される区域について、当該区域が合併後において果たす役割及び

（参 考）  
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合併市町村における位置付けについて定める必要がある。  

(2)  合併市町村の建設の根幹となるべき事業に関する事項（合併特例法第５

条第１項第２号）  

上記 (1)を実現するための事業について、その大綱を定めるものである。

「根幹となる事業」は、合併市町村が実施する事業はもとより、都道府県

が実施する事業についても、市町村または都道府県の判断により、適宜、

必要な事業を位置付けることとなる。  

また、合併市町村あるいは都道府県が実施する事業のうち、建設計画に

基づき実施される事業についてのみ合併特例法による財政措置が講じられ

ることから、合併特例債や合併市町村補助金などの活用を予定している事

業は、できるだけ明確に位置付けておく必要がある。  

(3)  公共的施設の統合整備に関する事項（合併特例法第５条第１項第３号）  

支所・出張所の統廃合、小中学校の統合など、合併市町村の公共的施設

の統合整備について定めるもの。  

(4)  合併市町村の財政計画  

一般的に、合併後、おおむね５～１０年間程度の期間について定めるこ

とが適当とされているが、計画策定に当たっては、地方交付税、国・県補

助金、地方債等の依存財源を過大に見積もることのないように留意する必

要がある。  
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４ その他  

 

(1)  合併協定項目に係る現況と先進地域の事例について  

 

(2)  高松市・塩江町合併協議会会議の開催予定について  

  ア 第４回会議  

(ｱ) 日時  平成１５年９月２６日（金）午後１時３０分  

(ｲ) 場所  塩江町役場 ２階 大会議室  

  イ 第５回会議  

(ｱ) 日時  平成１５年１１月１０日（月）午後２時  

(ｲ) 場所  高松市役所 １３階 大会議室  


